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告    示 

 

令和７年(2025 年)11 月那覇市議会定例会の招集について（総務課） 

那覇市告示第 396 号  

令和７年 11 月 19 日  

掲 示 済  

 

 

令和７年（2025年）11月那覇市議会定例会の招集について 

 

 

令和７年（2025年）11月那覇市議会定例会を次のように招集する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 招 集 の 日   令和７年 11月 27日（木） 

２ 招集の場所   那覇市議会議場 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく医

療機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 468 号  

令和８年１月５日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

医療機関の廃止について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく医療機関について、生活保護法第 50条の２及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の規定による指定医療機関より、次のと

おり廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

 

名   称 開設者 

廃止年月日 

所 在 地 

きんじょう歯科 金城 康夫 

令和７年 10月 31日 

那覇市前島１－６－５  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    那 覇 市 公 報    第１８９９号   2026（令和８）年１月５日 

 1540 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 469 号  

令和８年１月５日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

介護機関の廃止について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項に

おいて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定介護機関より、次のとおり廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

 

名   称  

（廃止する事業の種類） 
廃止年月日 

所 在 地 

居宅介護支援センター コメスタ 

（居宅介護支援） 
令和７年 11月 30日 

那覇市寄宮２丁目１-18 

居宅介護支援事業所 首里センター 

（居宅介護支援） 
令和７年 11月 30日 

那覇市首里石嶺町４丁目 197 

デイサービス 首里センター 

（通所介護通所型サービス（独自）） 
令和７年 11月 30日 

那覇市首里石嶺町４丁目 197 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく介

護機関の変更について（保護管理課） 

那覇市告示第 470 号  

令和８年１月５日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

介護機関の変更について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく介護機関について、生活保護法第 54条の２第４項に

おいて準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰

国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の

規定による指定介護機関より、次のとおり変更の届出があった。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

 

名   称 

変更年月日 
変更事項 

変 更 後 

( 変 更 前 ) 

リハビックス県庁前店 

令和７年８月１日 

名称 
リハビックス県庁前店 

（リハビックスプラス県庁前店） 
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生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国

した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく施

術機関の廃止について（保護管理課） 

那覇市告示第 471 号  

令和８年１月５日  

 

 

生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し 

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく 

施術機関の廃止について 

 

 

生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第 30号）に基づく施術機関について、生活保護法第 55条第２項におい

て準用する第 50 条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国し

た中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第 14 条第４項の規定

による指定施術機関より、次のとおり廃止の届出があった。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

 

施 術 者 施術の種類 廃止年月日 

施術所名称 施術所所在地 

與那覇 尋仁 柔道整復 令和７年 10月 31日 

ライフ金城整骨院 那覇市田原１丁目 17番地８サンステージ田原 101 
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公    告 

那覇市窓口予約発券システム導入業務に係る公募型プロポーザルの

実施について（ハイサイ市民課） 

那覇市公告第 656 号  

令和７年 12 月 18 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市窓口予約発券システム導入業務に係る公募型プロポーザルの実 

施について 

 

 

 那覇市窓口予約発券システム導入業務に係る公募型プロポーザルの実施について、

次のとおり公告する。 

 

 

那覇市長 知念 覚  

 

 

１ 業務名  那覇市窓口予約発券システム導入業務 

 

２ 賃貸借期間  令和８年４月１日から令和 11年３月 31日まで 

  但し、契約締結日から賃貸借期間の開始日の前日までは機器の調達、その他、

調整に伴う準備期間とする。 

この公募型プロポーザルに係る契約について、次に掲げる事項を明示する 

(1) 当該契約は、那覇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条

例(平成 21年那覇市条例第 41号)第２条の規定に基づく長期継続契約である

こと。 

(2) 各年度における長期継続契約の経費の予算の範囲内で契約を締結または継

続するものであること。 

(3) 予算の減額又は削除により契約の変更又は解除を行う場合があること。 

 

３ 参加表明書の提出期限   令和８年１月９日（金） 17時 

 

４ 企画提案書等の提出期限  令和８年１月 27日(火) 17時 

 

５ 企画提案募集要領等 

  募集要領や提出書類、仕様書等の詳細については、那覇市公式ＨＰに掲載。 

 

６ 事業説明会  本業務の提案審査に関する説明会は実施しない。 

 

７  特記事項  

  本業務は、令和８年度当初予算成立を前提としたものであり、令和８年度予算 
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成立後、速やかに事業を実施できるように予算成立前に公募手続を行うもので

す。したがって、那覇市議会における令和８年度予算成立が事業実施の条件と

なりますので、予算審議の状況によっては、事業内容等の変更等があり得るこ

とをあらかじめご了承ください。 

 

８ 提出・問い合わせ先 

那覇市泉崎１丁目１番１号 那覇市市民文化部ハイサイ市民課 

電話:098-862-3274  FAX:098-862-0384 

（受付時間：９時～17時 但し 12～13時の間を除く） 

E-Mail: C-SIMIN001@city.naha.lg.jp 

  担当：島袋、玉城 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:C-SIMIN001@city.naha.lg.jp
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上下水道局告示 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

那覇市上下水道局告示第 24 号  

令 和 ７ 年 1 2 月 1 6 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

 

 

 那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第 10条第１項第１号の規定に基づ 

き告示する。  

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  屋比久 猛義  

 

 

 

 
那覇市   那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者新規指定 

 

登録 
事 業 者 事 業 所 の 所 在 地 

代 表 者 

指定年月日 番号 

559 有限会社 協築 沖縄市美原一丁目 18番 22号 
東江 康共 

令和７年 12月３日 
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那覇市排水設備指定工事店の異動について 

那覇市上下水道局告示第 25 号  

令 和 ７ 年 1 2 月 1 6 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

 

那覇市下水道条例第 16 条に基づき、次のとおり異動があるので、那覇市排水設

備指定工事店規程第 11条により公示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  屋比久 猛義  

 

 

 

那覇市排水設備指定工事店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定 

(登録) 指定工事店名 営業所所在地の変更 代表者 

番号 

312 株式会社テクノ工業 沖縄市泡瀬二丁目８番２号 新垣 俊哉 
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監査委員公表 

 

令和７年度前期定期監査の結果について（公表） 

那 監 公 表 第 ５ 号  

令和８年１月５日  

 

 

那覇市監査委員 新 垣 淑 博   

同    宮 城    哲 

同    城 間     貞 

同    比 嘉 啓 登 

  

 

 

令和７年度前期定期監査の結果について（公表） 

 

 

地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 199条第１項及び第４項に基づき実施した

令和７年度前期定期監査の結果を、同条第９項の規定により、次のとおり公表する。 
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